
別紙１

◎介護保険制度内料金

【通所リハビリテーション】

【介護予防通所リハビリテーション】

◎介護保険制度外料金

【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション共通】

加算項目

１４０単位／日

８０単位／日

１３円／日

２３７円／日

２８８円／日

１４４円／日

内　容

４８単位／月 ５０円／月
通所リハビリテーション事業に携わる介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が１００分の４０以上である場合に算
定

２４９６単位／月 ２５６６円／月

４８８０単位／月

５２円／日

要　介　護　度 利　用　者　負　担　相　当

　介護保険制度外の料金は、施設毎に設定された料金で、全額自己負担です。利用者の希望により提供した場合に費用

利用者に対して集中的（概ね週２回以上、１回あたり２０分以
上）に個別リハビリテーションを行なった場合に算定（退院・退
所、初回要介護認定から１ヵ月～３ヶ月）

利用者に対して、退院・退所、初回要介護認定から起算して
３ヶ月を超える期間に個別リハビリテーションを行なった場合に
算定

加算等単位

基本単位 要　支　援　１

要　支　援　２

介護老人保健施設　老健さがみ　（介護予防）通所リハビリテーション利用料金体系表

　介護保険制度内の料金は、要介護度毎に設けられた基本単位と、ご利用状況に応じて発生する加算等単位があります。

単　位　数

６８８単位／日

８４２単位／日

９９５単位／日要　介　護　３

要　支　援　度

要　介　護　４

加算項目 単　位　数

要　介　護　５

５０単位／日

１２単位／日

２３０単位／月

２８０単位／日

　ご利用者の負担額は、それぞれ発生した単位の日（回）数分を合算し、１０．２８円を乗じて得た額（１円未満切捨て）

が発生します。

基本単位

平成２２年４月１日現在

　の１割相当となります。

通所リハビリテーション事業に携わる介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が１００分の４０以上である場合に算
定

原則、月８回以上通所リハビリテーション実施している場合に算
定

要支援１
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

要　介　護　１

要　介　護　２

１１４９単位／日

１３０３単位／日

７０８円／日

８６６円／日

１０２３円／日

１１８２円／日

１３４０円／日

利用者に対して集中的（概ね週２回以上、１回あたり４０分以
上）に個別リハビリテーションを行なった場合に算定（退院・退
所、初回要介護認定から１ヵ月以内）

内　容

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ

５０１７円／月

入浴介助加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

リハビリテーションマネジメント加算

個別リハビリテーション実施加算

入浴介助を行った場合に算定

１００円／食

要支援２
サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ９６単位／月 ９９円／月

通所リハビリテーション事業に携わる介護職員の総数のうち、
介護福祉士の占める割合が１００分の４０以上である場合に算
定

８３円／日

費　　　　　　用

従　来　型　個　室 多床室（２人室・４人室）

加算等単位

単　位　数 利用者負担相当

内　　　　　　容

食事材料費、調理コストに相当する費用です

施設で用意するおやつの費用です

項　　　　目

食　　　費

おやつ費

７００円／食


